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第２期宮城県医療費適正化計画（素案）の概要 

１ 策定根拠 

○ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号） 

○ 医療費適正化に関する施策についての基本的な方針（平成 24年９月 28日告示：全部改正） 

 

２ 計画の背景と趣旨 

○ 急速な高齢化による医療費の増加に伴い，公費負担の割合が年々増加。 

○ 安心・安全の基盤である「国民皆保険」を堅持するため，県民生活の質の向上や良質な医療の提供

を確保しながら，医療そのものの効率化を目指し，医療費の伸びを中長期にわたって抑制していくこ

とが重要。 

○ 国の基本方針において，「住民の健康の保持の推進」及び「医療の効率的な提供の推進」に関する目

標を定め，目標の達成を通じて，結果的に医療費の伸びの抑制を目指すものと規定。 

○ 医療費の適正化に当たっては，「県民の生活や良質な医療の確保・向上を図ること」が前提。 

○ 国の基本方針に則しながらも，地域の実情に基づく本県独自の取組も盛り込む。 

 

３ 計画の位置付け 

○ 計画期間：５年間（平成２５年度から平成２９年度まで） 

○ 掲げる事項 

・ 「住民の健康の保持の推進」及び「医療の効率的な提供の推進」に関する数値目標 

・ 上記に掲げる数値目標を達成するために県が取り組むべき施策，関係者との連携及び協力 

・ 計画期間における医療費の見通し など 

○ 進捗状況及び実績に関する評価：平成２７年度に中間評価，平成３０年度に実績評価を実施。 

 

４ 本県の医療費を取り巻く現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課  題 現  状 

○本県では，１人当たりの医療費は全国平

均より低いものの，伸び率は全国平均を

上回る。 

○本県の医療費の伸びは，県民所得等の伸

びを上回り，県民の経済的負担が増加。 

○生活習慣病は，本県における死因別割

合では約６割を占める状況。 

○県民の受療状況を見ると，45 歳過ぎか

ら生活習慣病の外来受療率が徐々に増

加，70 歳頃から生活習慣病の入院受療

率が上昇。 

○メタボリックシンドロームの該当者及

び予備群の割合は，沖縄県に次いでワ

ースト２位。 

◎高齢化に伴う将来的な医療費の

伸びの適正化 

○急速な高齢化により，特に後期

高齢者医療費も含めた本県の

医療費は増加。県民負担の増加

が懸念。 

○県民生活の質の向上や良質な

医療の提供を確保しながら，医

療費の伸びを抑制していく対

策が不可欠。 

◎生活習慣病やメタボリックシン

ドロームの予防 

○若年世代からの生活習慣病や

メタボリックシンドロームの

予防対策が重要。 



５ 取組と数値目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 計画期間における医療費の将来見通し 
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◎ 平成２９年度における本県の総医療費 

医療費適正化対策を講じない場合：7,722億円→平均在院日数の目標を達成する場合：7,578億円 

（対策を講じない場合に比べ，144億円の効果があると推計：厚労省作成ツールを使用した推計） 

 

７ 計画の評価 

○ 計画の進行管理体制（ＰＤＣＡサイクルによる進行管理） 

○ 中間評価（平成２７年度），実績評価（平成３０年度） 

県民生活の質の向上や

良質な医療の提供を確

保するものであること 

基本理念 主な取り組み 数値目標 

（平成 29 年度） 

○特定健診実施率 70% 

○特定保健指導 

実施率 45% 

○メタボ該当者・ 

予備群の減少率 25% 

○成人の喫煙率 

男性 20%，女性 6% 

○一次予防の推進 

・適正体重の維持とバラン

スの取れた食生活・食習

慣の実現 

・身体活動・運動量の増 

 加 

・高齢者の生きがいづくり

と社会参加 

・たばこ及びアルコール対

策 

・歯と口腔の健康づくり 

○二次予防の推進 

○平均在院日数 26.4 日 

(介護療養病床 

を除く全病床) 

○後発医薬品 

の数量シェア 

：全国平均値以上 

超高齢社会の到来に対

応するものであること 

○受診の適正化（重複受診対

策等） 

○平均在院日数の短縮 

(医療連携体制の構築) 

○在宅医療の推進 

○後発医薬品の使用促進 

○ＩＴ化の推進 


